シェアサロン利用契約書

本契約書（以下「本契約」という。）は、以下のとおり、シェアサロンの利用に関し、株式会社〇〇（以下「甲」という。）と、利用者〇〇（以下「乙」という。）との間で締結するものである。
　
（目的）
甲は、運営するシェアサロン施設（以下「本施設」という。）を乙に提供し、乙は美容業・理容業・リラクゼーション業等の事業活動のためにこれを一時的に利用することを目的とする。
　
（定義）
本契約において「シェアサロン」とは、甲が提供する設備・備品を共有して複数の利用者が業務を行う形態をいう。
「利用期間」とは、甲乙が合意した利用開始日から終了日までの期間をいう。
「附帯設備」とは、椅子・鏡台・洗面台・照明・電気・Wi-Fi・収納ロッカー等を指す。
　
（契約期間）
１　本契約の有効期間は、契約締結日から〇か月間とし、期間満了の〇日前までに甲または乙から書面による解約の申出がない場合には、同一条件で自動更新されるものとする。
２　乙が契約期間中に中途解約を希望する場合、甲に対して〇日前までに書面で通知し、甲の承諾を得るものとする。
　
（利用料および支払方法）
１　乙は、甲に対し、月額〇〇円（税込）または時間単位〇〇円（税込）の利用料を支払うものとする。
２　支払方法は、甲指定の口座振込または電子決済により行う。
３　乙が支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合、甲は遅延損害金（年率14.6％）を請求できる。
　
（施設の利用条件）
１　乙は、甲の定める利用規則・衛生管理基準を遵守しなければならない。
２　乙は、利用時間外に本施設を無断使用してはならない。
３　乙は、甲の許可なく第三者に転貸・譲渡・共同利用させてはならない。
４　乙は、営業に必要な資格・許可（理容師免許、美容師免許など）を自らの責任で保持するものとする。
　
（備品・設備の取扱い）
１　乙は、本施設および附帯設備を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
２　乙の過失により備品を破損・紛失した場合、乙は甲に対し修理費または再取得費用を弁償する。
３　備品の持ち出しは、甲の事前承諾を得た場合を除き禁止とする。
　
（衛生管理・安全）
１　乙は、利用に際して法令に基づく衛生基準（美容師法・理容師法・感染症予防法等）を遵守しなければならない。
２　乙が施術に伴う事故・感染・損害を生じさせた場合、乙は自己の責任と費用において対応し、甲に一切の迷惑・損害を与えてはならない。
３　火災・地震等の災害発生時には、甲の指示に従い安全確保を最優先とする。
　
（損害賠償・免責）
１　乙は、本施設の利用に関し、自己の行為によって生じた損害について一切の責任を負うものとする。
２　乙の顧客・関係者に起因するトラブルについては、乙が自己の責任と負担において解決する。
３　甲は、停電・通信障害・設備不良等の不可抗力による損害について責任を負わない。
　
（保険加入）
乙は、施術事故・賠償責任等に備え、必要に応じて損害賠償保険等に加入することが望ましい。
　
（禁止行為）
乙は以下の行為を行ってはならない。
· 風俗営業、違法行為、反社会的勢力との関係行為
· 施設内での飲酒・喫煙・危険物の持ち込み
· 他の利用者への迷惑行為・騒音・無断撮影
· 許可なき商品販売・勧誘行為
　
（契約の解除）
１　甲は、乙が以下のいずれかに該当した場合、本契約を直ちに解除できる。
　(1) 利用料の支払いを怠ったとき
　(2) 本契約または利用規約に違反したとき
　(3) 不適切な営業行為や苦情が多発したとき
　(4) 破産・廃業その他継続不能となったとき
２　解除により甲乙間で損害が発生した場合、違反当事者はその損害を賠償する。
　
（秘密保持）
乙は、甲の業務上知り得た情報・顧客情報等を第三者に漏えいしてはならない。
　
（契約終了後の措置）
本契約終了後、乙は速やかに本施設を原状に回復し、鍵・ID・備品等を返却する。
残置物がある場合、甲は保管・処分の権利を有する。
　
（不可抗力）
天災地変、感染症、行政命令その他不可抗力により本契約の履行が困難となった場合、甲乙は互いに協議し、損害賠償の責任を負わない。
　
（紛争解決・合意管轄）
本契約に関する紛争は、甲乙誠意をもって協議し、それでも解決しない場合は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
　
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
　
年月日：令和　年　月　日
　
甲：株式会社〇〇
住所：
代表者名：
乙：
住所：
氏名（屋号）：

